
平成 24年２月 29日現在 

 

都道府県市民後見人養成事業の概要 

 

都道府県名 和歌山県 

 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：和歌山県社会福祉協議会 

委託内容：研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

①社会貢献型後見人養成講座（基礎） 

②社会貢献型後見人養成講座（実務） 

③成年後見人養成講座受講者フォローアップ研修 

 

（研修対象者） 

①民生委員・児童委員、社会福祉協議会職員、福祉委員、 

ＮＰＯ活動従事者等 

 ②基礎講座修了者 

 ③実務講座修了者 

 

（研修カリキュラム） 

 別添のとおり 

 

（講師） 

弁護士、司法書士、社会福祉士 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

（研修実施日） 

①９月１４日、１５日、２２日 

②９月２７日、１０月４日、１１日 

③１月１７日、２月１日 

 

備      考 

 

 

 

別添 


